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豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進①上位の政策名 政策目標９

諸外国との人材交流の推進②施策名 施策目標９－２

③主管課 （主管課）大臣官房国際課（課長：村田直樹）
及び関係課 （関係課）高等教育局留学生課（課長：黒木慎一）

（課長名）

達成度合い又は進捗状況④基本目標
及び達成目標 基本目標９－２

（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度） 概ね順調に進捗14 20
、 、諸外国との人材交流等をとおして 国際的人材育成を推進するとともに

諸外国の人材養成への協力、我が国と諸外国の相互理解の増進、我が国
の経済・社会構造の国際化等を図り、豊かな国際社会を構築する。

達成目標９－２－１
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度） 概ね順調に進捗13 16
平成１６年度を目途に、１０万人の留学生を我が国に受け入れる。

達成目標９－２－２
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度） 概ね順調に進捗14 20
私費外国人留学生学習奨励費給付制度を通じて、成績優秀で、学習意欲
のある留学生が経済的に安心して勉学に専念できる留学環境の整備充実
を図る。

達成目標９－２－３
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度） 概ね順調に進捗14 19
留学生宿舎の整備を通じて、留学環境の整備を図る。

達成目標９－２－４
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度） 概ね順調に進捗14 19
国内外において実施され、渡日前に入学許可を得ることを可能とするた
め、日本留学試験の実施を推進する。

達成目標９－２－５
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度） 概ね順調に進捗14 18
諸外国の初等中等教育段階の教職員を招へいし，我が国の教育制度，教
育事情に関する理解を深める機会を提供するとともに，我が国教職員と
の交流することにより，相互理解の増進及び教職員の資質向上を図る。

達成目標９－２－６ 概ね順調に進捗
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度）14 18
諸外国の行政官・学者・専門家を招へいするとともに，我が国の行政官
・学者・専門家を諸外国に派遣し，交流等を通じて相互理解の増進を図
り，教育・文化・スポーツ・学術・科学技術分野における二国間の連携
協力関係を図る。

達成目標９－２－７ 概ね順調に進捗
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度）14 18
スポーツの普及・発展に寄与するとともに、友好親善や国際的な視野と
資質を持った青少年の健全育成を目的として、諸外国との交流競技会等
を行うスポーツ交流事業を推進する。

達成目標９－２－８ 概ね順調に進捗
（基準年度：平成 年度 達成年度：平成 年度）14 18
外国語教育の多様化を推進するため、英語以外の外国語教育に取り組ん
でいる都道府県を推進指定地域に指定し、地域の関係機関との連携のも
とに実践的な調査研究を行い、外国語教育の一層の推進を図る。また、
国際理解教育を推進する観点から、日本人高校生を諸外国に派遣する。

⑤ 各達成目標の
現 達成度合い 達成目標９－２－１
状 （達成年度が 留学生の受入れに関しては、昭和 年 月に策定された「留学生受入れ１０万人計画」に58 8
の 到来した達成 基づき、 世紀初頭における 万人の留学生受入れを目指し、留学生の渡日前から帰国後ま21 10
分 目標について での各種施策を総合的に推進してきたところである。また、平成 年 月に開催されたＧ８12 4
析 は総括） 教育大臣会合において、今後 年間で学生等の国際的流動性を倍増させることが合意されて10
と いる。したがって、引き続き、留学生受入れの拡大を図るとともに、留学生が日本に留学して
今 良かったと思えるような留学環境の充実を図っていくことが重要と考えられる。
後 我が国における留学生数は 人(平成 年 月 日現在、対前年度伸び率約 )であ95,550 14 5 1 21%
の り、目標の１０万人の達成に近づいてきている。
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課 達成目標９－２－２
題 私費外国人留学生については、私費外国人留学生等に対する中核的な支援施策である学習奨

。 、励費の給付の充実にも努めているところである 学習奨励費の支給人数は年々増加しているが
私費外国人留学生数の大幅な増加のため、給付割合は低下傾向にある。
また、国の留学生受入れ施策の基幹的制度である国費留学生の数は約 人であり、１万9,000

人という目標に向けて計画的に整備を進めているところである。

達成目標９－２－３
留学生宿舎については、国立大学、公益法人等による留学生宿舎の整備等の施策を推進して

いるが、特に平成 年度においては、東京の臨海副都心地区に留学生宿舎を含む国際研究交13
流大学村が開村する等により、留学生宿舎の拡充が図られたところである。このように公的宿
舎の数は増え、公的宿舎に入居している留学生数は前年に比して約 人増であるが、最近2,500
は留学生数の増加が更に大きいため、公的宿舎に入居できる留学生の割合は (平成 年26.9% 14
月 日現在)に微減(平成13年5月１日現在：29.5％)している。5 1

達成目標９－２－４
従来、我が国への留学希望者が大学等へ入学するには、一般的に渡日し、私費外国人統一試

験等を受験した上で、さらに大学等がそれぞれ独自に実施する試験を受ける必要があり、日本
留学を躊躇させる要因の一つとなっていた。このため、平成 年度より新たに、留学希望者14
が自国にいながら、渡日前に入学許可が得られることを可能とした日本留学試験の実施を本格
的に進めており、平成 年度においては、国内外 都市で実施している。14 25

達成目標９－２－５
中国及び韓国より約２００名の初等中等教育教職員を招聘し，我が国の学校及び文化・社会

教育施設等の訪問や日本人教職員との交流を通じて，我が国の教育制度・教育事情に関する理
解が深められ，両国間の相互理解の増進及び教職員の資質向上が図られたところである。

達成目標９－２－６
諸外国からの行政官・学者・専門家を招聘するとともに我が国の行政官・学者・専門家を諸

外国へ派遣し，教育・文化・スポーツ・学術・科学技術分野における意見及び情報の交換を行
うなどにより，専門分野における交流，ひいては二国間の相互理解の増進が図られたところで
ある。

達成目標９－２－７
中国や韓国をはじめ、諸外国とのスポーツ交流について、各競技団体が実施する既存のスポ

ーツ交流事業のほか、地方自治体へ委嘱して行う事業などにより、スポーツの普及・発展に寄
与するとともに、友好親善や国際的な視野と資質を持った青少年の健全育成が図られている。

達成目標９－２－８
我が国の高校生を中国に２４名，韓国に１１名それぞれ派遣し，現地の人々との交流により

相互理解・友好を深めるとともに，現地の学校にて語学学習を行い，国際理解教育の推進が図
られた。また，４県を推進指定地域に指定し，当該県の３８校で中国語及び韓国語の教育に取
り組み，英語以外の語学力の向上が図られたところである。

基本目標達成 留学生の受入れは、①我が国と諸外国の相互理解の増進や友好関係の深化、②国際社会に対す
に向けての進 る知的影響力の強化、③我が国の経済・社会構造の国際化に資するとともに、人的安全保障に
捗状況 もつながるものである。平成 年度における実績結果を踏まえ、国費留学生受入れの計画的14

整備、私費外国人留学生等への援助、留学生のための公的宿舎の整備等、引き続き、留学環境
の整備充実を図る。
教職員等の交流については，平成 年度より開始されたところである。二国間の相互理解14

の増進のためには継続的な人的交流が重要であり，引き続き教職員・学者・専門家・スポーツ
の交流を通じ相互理解の増進，国際交流の推進等を図る。

今後の課題 （達成目標９－２－１～４について）
我が国における留学生数については、｢留学生受入れ１０万人計画｣の達成に向け、着実な伸

びを示しているが、高等教育機関の学生に占める留学生の割合は、我が国は ％にすぎず、2.6
英国 ％、オーストラリア ％、ドイツ ％、フランス ％、米国 ％に比べると18.1 . 11.6 7.6 6.61 4 8
低く留まっている。今後は、留学生受入れ数に応じた質的充実も重視しつつ、留学生受入れの
ための諸施策を総合的に推進していくことが重要であると考えられる。
私費外国人留学生に対する支援については、学習奨励費の支給人数は年々増加しているが、

私費外国人留学生数の大幅な増加のため、支給率は減少傾向にある。私費外国人留学生が勉学
意欲を高め、経済的に安心して修学し、生活する基盤を整備するために、学習奨励費支給人数
の更なる増加に努めるなど、支援制度の充実を図ることが課題である。
留学生の宿舎については、公的宿舎に入居している留学生数は増加しているが、留学生数の

増加が更に大きいため、入居割合は低下の途をたどっている。留学生の宿舎は、日本において
留学生が充実した留学生活を送るための基礎となるものであり、良質で低廉な宿舎を確保する
ことが生活・勉学上必要であり、国公私立大学の留学生宿舎の建設、大学附置の一般学生寮へ
の入居促進や地方公共団体、民間団体等による留学生宿舎の建設の促進、公営住宅への入居促
進、企業の社員寮の提供等各方面の協力を得つつ、引き続き留学生宿舎の整備を進めることが
課題である。
また、平成 年度より本格的に実施した日本留学試験については、留学希望者の負担軽減の14

ため、本試験の着実な実施と定着に努める必要がある。
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評価結果の15 国費留学生受入れの計画的整備、私費外国人留学生等への援助、留学生のための公的宿舎の
年度以降の政 整備、渡日前入学許可を可能とする「日本留学試験」を推進する等により、引き続き、留学生
策への反映方 が日本に留学して良かったと思えるような留学環境の整備充実を図る。
針 また、現在、中央教育審議会大学分科会に新設した留学生部会（部会長：木村 孟 大学評価
(政策評価法 ・学位授与機構長）において、外部有識者の参画のもと、留学生受入れの量的拡大に対応した
第11条に基づ 質的充実の重視、大学等における教育研究の高度化と国際競争力の強化を図るための諸施策の
く総務大臣へ 充実、渡日前から帰国後に至る体系的な留学生受入れ支援体制の充実等、ポスト１０万人計画
の通知事項) を含めた新たな留学生政策のあり方について検討をしているところであり、今年度を目途に中

間的な取りまとめを作成予定である。
， ， ，教職員 学者専門家・スポーツ等の交流については 諸外国との相互理解の増進を図るため

引き続き交流の推進を図るとともに，より効果的な交流が図られるよう予算にも反映させてい
く。
ユネスコ国際大学院コース（化学・化学工学（昭和４０年度～ 、微生物学分野（昭和４８）

年度～）を通じて、我が国は、開発途上国から大学院程度の研修生を我が国の大学に受け入れ
を行ってきた（約９００名 。研修を受けた研修生の多くが帰国後、自国の大学等で学長や上）
級研究者となっていること等、本事業を通じて途上国の研究者養成に多大な貢献し、当初の目
的を達成したと言える。今後、本事業の成果を踏まえ、海外の大学等との協力・連携関係を広
げ、これまでに構築されてきた研究者・大学等間のネットワークを更に発展・強化することよ
り、国際事業を通じた我が国の大学等の活性化を期待する。国際的な要請を踏まえ、ユネスコ
の多国間の枠組み等を活用した、開発途上国の若手研究者養成等の新たな事業展開が求められ
る。
また、フルブライト・メモリアル基金事業については、教員の交流等により教育を通じた日

米間の相互理解に大きく貢献してきた。今後も効果的な人物交流事業として継続していく必要
がある。

⑥指標 指標名 １０ １１ １２ １３ １４

51,298 55,755 64,011 78,812 95,550我が国が受け入れている留学生数(人)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )(対前年度増加率(％)) 0.5 8.7 14.8 23.1 21.2

16,476 18,210 20,583 23,228 25,743公的宿舎に入居している留学生数(人)
（割合(％)） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )32.1 32.7 32.2 29.5 26.9

8,540 8,540 10,390 10,850 10,900私費外国人留学生学習奨励費給付者数(人)
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（ ( ))学習奨励費の受給者の割合 ％ 20.6 21.3 19.4 15.9 12.8

1.4 1.5 1.8 2.2 2.6参考指標 我が国の高等教育機関の学生に占める留学生の割合(％)

8,323 8,774 8,930 9,173 9,009国費留学生の人数(人)

- - - - 25日本留学試験の国内外実施都市数

備 考 事業の合理的、効率的・効果的な実施を図るため、留学生を含む学生支援を総合的に実施する
独立行政法人日本学生支援機構の設立時（平成 年 月予定）に本省から業務の一部を同法16 4
人へ移管することを検討。



施策目標９施策目標９--２２ 諸外国との人材交流の推進諸外国との人材交流の推進

達成目標9-2-1
平成16年度を目途に、10万人の留学
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～留学生交流の推進～留学生交流の推進～～

達成目標9-2-2
私費外国人留学生学習奨励費給付制
度を通じて、成績優秀で、学習意欲の
ある留学生が経済的に安心して勉学に
専念できる留学環境の整備充実を図る

達成目標9-2-4
国内外において実施され、渡日前に
入学許可を得ることを可能とするた
め、日本留学試験の実施を推進する

～教員・専門家等の交流～教員・専門家等の交流～～

諸
外
国
と
の
人
材
交
流
の
推
進

渡日前から帰国後まで体系的な留学生受入れのための施策を総合的に推進
○国費留学生受入れの計画的整備 ○留学生宿舎の確保

○私費留学生等への支援 ○留学生に対する教育・研究指導の充実 等

達成目標9-2-3
留学生宿舎の整備を通じて、留学環境
の整備を図る

達成目標9-2-5,6,7,8
○初等中等教育教職員招へい事業
の推進
○学者・専門家交流事業の推進
○スポーツ交流事業の推進
○語学相互学習支援の強化等

●諸外国との国民間の相互理解の深化

●教職員，学者・専門家等の資質の向上

●二国間連携協力関係の強化
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